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のlt 「ものさし」

1.荘園制とは?- 12 '"'-' 14世紀の荘園制一

(1)荘園制のイメージ

荘園領主A(例えば天皇家)一荘園 a (例えば播磨国国街領)

荘園領主B (例えば摂関家) 荘園 b (例えば薩摩国島津荘)

荘園領主c(例えば東大寺) 荘園 c (例えば摂津国長洲荘)

荘園領主D(例えば祇園社) 荘園 d (例えば播磨国広峯神社)

→都市(京都、奈良、鎌倉など)に住む荘園領主と地方の荘園を一対ーでとらえるイメ

ージ。このイメージを拡大すると、日本列島が、完結した支配領域としての荘園・公

領(播磨国国街領、薩摩国島津荘、摂津田長洲荘、播磨国広峯神社…)に分割された

イメージに。

(2)なぜこのようなイメージがもたれるのか?

-史料の残り方と研究史に原因がある。かつての荘園制研究は iOO荘の研究」という

枠組みで、進められた。また、このような研究では、荘園領主と現地の荘民の対抗関

係、が基軸にされることが多かった。こうして、荘園一つ一つが完結した世界とイメー

ジされることになった。

(3)荘園制の考え方

-戸田芳実氏は、荘園制を都市に集住する荘園領主(主家、貴族、寺社)が、地方を集団

的に支配する仕組みで あると規定。個別的な荘園研究の問題点を指摘。

二今荘園制は荘園一つ一つを見ていてもわからない。荘園が総体として支配され維持され

る仕組みこそが荘園制!

2.荘園制のなかでの神戸市域の特色

(1)荘園の比重が高い(地図 1、2参照)

-西摂津、東播磨には多くの荘園が設定され、国街領が残らない傾向(一般的には、一国

の国街領と荘園の比率は半々と考えられている)。

→京都、奈良に集住する荘園領主の「膝下の直轄地」という特色をもっO

(2)平氏の登場以来、西国支配の拠点としてしばしばブ、ロック化される

-平氏勢力園の構想、

西は加古川流域(下流:五箇荘二清盛領、中流:在日荘二頼盛領、)

北は湯山街道(山田荘=清盛領、三木市這田=平家没官領?)

東は八田部郡(清盛が検注)、平家と同盟関係にある多田氏勢力圏

→加古川と湯山街道で固まれ、福原と三つの遷都候補地(小屋野、印南野)を含む、西

摂津・東播磨が平氏勢力圏(福原だけで、平氏領は語れなし、)。
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→特色:西への交通路を押さえる(加古川、湯山街道、兵庫津)

・その後の東播・西摂津ブロック

鎌倉幕府による解体→鎌倉末期に西側の一部復活→室町時代には解体→豊臣秀吉期にブ

ロック化(港湾)

→なぜこのような変遷をたどるのか?

東播・西摂津ブロック=京都から九州西国を支配するための前線基地としての意味を持

つO 京都の政権が中国・朝鮮を含む西国方面を意識したとき、この地域はブロック化さ

れ、一体として前線基地の役割を果たすことが求められる。

コ個々の荘園を越えたこの地域の特殊な役割があった。

3. 荘園制の変質と存続(1) -15世紀の荘園支配の変化

(1) 14世紀までの荘園制

-職の体系に基づく支配

[本所(荘園領主) 領家預所] - [下司(在地領主)] 

(2)代官請負による支配

• 14世紀から、荘園領主が荘園の年貢の納入を代官に委ねる、代官請負制が増加。

本所(荘園領主)一代官

-代官につくのは、守護、守護被官(地頭)、金融業者であるが、次第に現地を押さえる

守護、守護被官系の代官が年貢を滞納。

・しかし、守護、守護被官は年貢を滞納しながらも、荘園領主に代官に任命されることを

求める O その理由として、以下のようなことが考えられ。

①荘園領主が別の代官を任命することによるトラブ、ルを避けるため。

②地域の諸勢力に対して、この荘園が自分のテリトリーに属することを明示するため。、

当 15世紀、都市に集住する貴族や寺社などの荘園領主は実質的な支配力を失ったが、荘

園制の枠組みは、地域で力を伸ばす守護や守護被官の領域支配の「標識」という新たな

意味をまとって、生き続ける O

しかし、荘園という枠組みとは別に、地域の権力が領域支配の秩序を、独自に打ち立て

ることができれば、荘園という枠組みは不必要になる O
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4. 荘園制の変質と存続 (2) -15世紀、新しい「村J

(1)荘園内部に「村」が登場

• 15世紀半ば例:都賀荘(地図 3) /山田荘(地図 4)

(2) r村」の構造(山田荘):天文 14年 11月 20日下谷上村年寄衆連署置文(坂田文書)

の登場
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山田荘内の上谷上村と下谷上村が山争い→下谷上村では、「若衆」と「年寄」の意見が

対立したが、「年寄」は上谷上村の「年寄中」と和解。「若衆」・「年寄」といった年齢

階梯組織をもち、地域秩序の担い手となる「村」二惣村の成立

(3) r村」と荘園(都賀荘):元亀 2年 4月 29日大土ケ平山提(天城文書)
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提に従わない者は、「轟轟」が処罰する→村々の争いを解決する荘の枠組み二「惣荘」

淡河荘の三津田村と山田荘の山争いにおいては、淡河荘全体が三津田村を支援し、「播

州淡河庄御百姓等j が山田荘と争う主体となる→他の「惣荘j と争う「村」連合として

の「皆、荘」。

二今「村」の成長と荘園の枠組みは矛盾しない。神戸市域(東部、北部)

荘」の枠組みが生き残る。

では近世主で「惣

5. 惣村・惣荘の担い手一中世後期の神戸市域の特色-

(1) r土豪Jr地侍」

-史料②の捉に署名した人物=都賀荘内に生まれた新しい「村J(篠原村以下)

して成長してきた「地侍Jr土豪」たち(例;若林満秀)

なかでも「花押」をすえた人物は、都賀荘を代表する存在であったとも考えられる O

(2)中世後期の地域秩序の担い手

-守護や守護代は任国の「国人」らを編成して軍勢を組織する。

神戸市域に関わる「国人J;東は河原林氏(摂津国豊島郷、芦屋に鷹尾城築城)、西は

衣笠氏(端谷城)や明石氏(播磨国明石郡が拠点、伊川荘の又代官)。神戸市の中心部

には「国人」の存在が確かめられない。

• 16世紀初頭河原林正頼が鷹尾城を築城。これに関する『不問物語』の記述は興味深い。

鷹尾城を含む「灘太五郷」の地は「本ノ¥本所領ニテ守護代ニモ不随、侍之数及千人、自

然ト勢ヲ揃日寺ハ三四千人モ打寄在所也」二国人不在。

-外部から国人が入ることに対して、「鷹尾ニ城ヲ被構パ、定而地下人色々煩ハシキ事共

有ナント思ひ、灘太郷内本城(本庄カ) ト云在所ト西宮トハ多年中悪テ、動ハ取合ケル

ガ、俄ニ口入出来テ中ヲナヲリケリ」、地侍が惣荘を連合させ対抗する O

二今神戸市域の大半は、守護の軍事行動の基礎となる「国人」不在、村や荘園を基盤にした

を基盤と
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地侍・土豪が地域の秩序をになっていた。戦国時代を迎えても、この地域には大名は成

長しなかった。

まとめ

・15世紀以前の史料 荘園領主である公家、寺社文書として残る。

15世紀以降の史料 地域(村)に残りはじめる O

地域のあり方の変化が、史料の残り方を変える O

-この地域に荘園の枠組みが近世まで、残ったこと、「村j を基盤として荘園の担い手が生

み出されたことが、この地域に有力な大名のような存在が育たなかったことにつながる

のではないか?この点、この地域の中世の生産のあり方を踏まえ、今後研究が必要。
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地図 1 神戸市域の荘園

竹内理三編『荘関分布図』をもとに作成

地酪 1

竹内理主編『荘圏分布図』をもとに作成 でぶした絞滋め{立言'11ま;浴室な裟i還の{主義重やコたきさを淡蕊寄るものではないM
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